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【手続補正書】
【提出日】平成25年4月11日(2013.4.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フレームに対して動きベクト
ルに基づくフレーム補間処理を行うことにより、フレームレートを変換するフレームレー
ト変換部と、
　前記フレームレート変換部により変換された合成映像フレームに基づいて映像表示を行
う表示部と
　を備え、
　前記フレームレート変換部が、前記ＯＳＤ画像の領域を示すＯＳＤ領域情報に基づき、
前記フレーム補間処理を前記合成映像フレームの１または複数の画素ごとに選択的に行う
　映像表示装置。
【請求項２】
　前記ＯＳＤ領域情報は、前記合成映像フレームの１または複数の画素ごとに対応づけら
れたフラグ信号である
　請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項３】
　前記ＯＳＤ領域情報は、前記ＯＳＤ画像の領域の座標情報である
　請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項４】
　前記合成映像フレームに加え、前記ＯＳＤ領域情報を生成する重畳部をさらに備えた、
　請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項５】
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　前記フレームレート変換部は、前記合成映像フレームのうちの、前記ＯＳＤ画像の領域
以外の領域に対して前記フレーム補間処理を行う
　請求項１に記載の映像表示装置。
【請求項６】
　前記フラグ信号に基づいてマスク領域を生成するマスク生成部をさらに備え、
　前記フレームレート変換部は、前記合成映像フレームのうちの、前記マスク領域以外の
領域に対して前記フレーム補間処理を行う
　請求項２に記載の映像表示装置。
【請求項７】
　前記マスク領域は前記ＯＳＤ画像の領域を含み、あるいは前記ＯＳＤ画像の領域は前記
マスク領域を含む
　請求項６に記載の映像表示装置。
【請求項８】
　前記マスク生成部は、供給された調整設定情報に基づいて前記マスク領域の広さを調整
して生成する
　請求項６に記載の映像表示装置。
【請求項９】
　前記マスク生成部は、複数の画素からなる画素ブロックを単位として前記マスク領域を
生成し、
　前記フレームレート変換部は、前記フレーム補間処理を前記画素ブロックごとに選択的
に行う
　請求項６に記載の映像表示装置。
【請求項１０】
　前記マスク生成部は、前記画素ブロックのそれぞれに含まれている前記ＯＳＤ画像の画
素数を画素数しきい値と比較することにより、マスク領域を調整し生成する
　請求項９に記載の映像表示装置。
【請求項１１】
　前記マスク生成部は、各画素ブロックに含まれている前記ＯＳＤ画像の画素数が、その
画素ブロックの画素数と等しいときに、その画素ブロックをマスク領域として設定する
　請求項１０に記載の映像表示装置。
【請求項１２】
　前記マスク生成部は、各画素ブロックに含まれている前記ＯＳＤ画像の画素数が１以上
である場合に、その画素ブロックをマスク領域として設定する
　請求項１０に記載の映像表示装置。
【請求項１３】
　前記重畳部は、前記合成映像フレームと前記ＯＳＤ領域情報とを多重化して出力する
　請求項４に記載の映像表示装置。
【請求項１４】
　前記ＯＳＤ領域情報は、前記合成映像フレームの１または複数の画素ごとに対応づけら
れたフラグ信号であり、
　前記合成映像フレームと前記フラグ信号とが画素ごとに時分割多重されている
　請求項１３に記載の映像表示装置。
【請求項１５】
　映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フレームに対して動きベクト
ルに基づくフレーム補間処理を行うことにより、フレームレートを変換するフレームレー
ト変換部を備え、
　前記フレームレート変換部が、前記ＯＳＤ画像の領域を示すＯＳＤ領域情報に基づき、
前記フレーム補間処理を前記合成映像フレームの１または複数の画素ごとに選択的に行う
　フレームレート変換装置。
【請求項１６】



(3) JP 2011-244283 A5 2013.5.30

　映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フレームに対して、前記ＯＳ
Ｄ画像の領域を示すＯＳＤ領域情報に基づき、動きベクトルに基づくフレーム補間処理を
前記合成映像フレームの１または複数の画素ごとに選択的に行うことによりフレームレー
トを変換し、
　前記フレームレート変換された合成映像フレームに基づいて映像表示を行う
　表示方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の映像表示装置は、フレームレート変換部と、表示部とを備えている。フレーム
レート変換部は、映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フレームに対
して動きベクトルに基づくフレーム補間処理を行うことにより、フレームレートを変換す
るものである。表示部は、フレームレート変換部により変換された合成映像フレームに基
づいて映像表示を行うものである。上記フレームレート変換部は、ＯＳＤ画像の領域を示
すＯＳＤ領域情報に基づき、フレーム補間処理を合成映像フレームの１または複数の画素
ごとに選択的に行うものである。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明のフレームレート変換装置は、フレームレート変換部と、制御部とを備えている
。フレームレート変換部は、映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フ
レームに対して動きベクトルに基づくフレーム補間処理を行うことにより、フレームレー
トを変換するものである。制御部は、フレームレート変換部を利用した動作制御を行うも
のである。上記フレームレート変換部は、ＯＳＤ画像の領域を示すＯＳＤ領域情報に基づ
き、フレーム補間処理を合成映像フレームの１または複数の画素ごとに選択的に行うもの
である。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の表示方法は、映像フレームにＯＳＤ画像を重畳して生成された合成映像フレー
ムに対して、ＯＳＤ画像の領域を示すＯＳＤ領域情報に基づき、動きベクトルに基づくフ
レーム補間処理を合成映像フレームの１または複数の画素ごとに選択的に行うことにより
フレームレートを変換し、フレームレート変換された合成映像フレームに基づいて映像表
示を行うものである。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１０
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１０】
　本発明の映像表示装置、フレームレート変換装置、および表示方法では、ＯＳＤ画像が
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重畳された合成映像フレームに対して、動きベクトルに基づくフレーム補間処理が行われ
る。その際、フレーム補間処理は、ＯＳＤ領域情報に基づき、合成映像フレームの１また
は複数の画素ごとに選択的に行われる。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の映像表示装置では、ＯＳＤ領域情報は、例えば、合成映像フレームの１または
複数の画素ごとに対応づけられたフラグ信号であることが望ましい。このＯＳＤ領域情報
は、例えばＯＳＤ画像の領域の座標情報であってもよい。また、例えば、合成映像フレー
ムに加え、ＯＳＤ領域情報を生成する重畳部をさらに備えていてもよい。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１２】
　フレームレート変換部は、例えば、合成映像フレームのうちの、ＯＳＤ画像の領域以外
の領域に対してフレーム補間処理を行うようにしてもよい。また、例えば、フラグ信号に
基づいてマスク領域を生成するマスク生成部をさらに備え、フレームレート変換部は、合
成映像フレームのうちの、マスク領域以外の領域に対してフレーム補間処理を行うように
してもよい。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１３】
　マスク領域を使用する場合、例えば、マスク領域はＯＳＤ画像の領域を含み、あるいは
ＯＳＤ画像の領域はマスク領域を含むようにしてもよい。このマスク生成部は、供給され
た調整設定情報に基づいてマスク領域の広さを調整して生成するようにしてもよい。マス
ク生成部は、例えば、複数の画素からなる画素ブロックを単位としてマスク領域を生成し
、フレームレート変換部は、フレーム補間処理を画素ブロックごとに選択的に行うように
してもよい。この場合、例えば、マスク生成部は、画素ブロックのそれぞれに含まれてい
るＯＳＤ画像の画素数を画素数しきい値と比較することにより、マスク領域を調整し生成
するようにしてもよい。この場合、マスク生成部は、例えば、各画素ブロックに含まれて
いるＯＳＤ画像の画素数が、その画素ブロックの画素数と等しいときに、その画素ブロッ
クをマスク領域として設定するようにしてもよいし、各画素ブロックに含まれているＯＳ
Ｄ画像の画素数が１以上である場合に、その画素ブロックをマスク領域として設定するよ
うにしてもよい。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　重畳部は、合成映像フレームとＯＳＤ領域情報とを多重化して出力するようにしてもよ
い。この場合、例えば、ＯＳＤ領域情報は、合成映像フレームの１または複数の画素ごと
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に対応づけられたフラグ信号であり、合成映像フレームとフラグ信号とが画素ごとに時分
割多重されるのが望ましい。
【手続補正１０】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１０４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１０４】
　図２２は、本実施の形態に係るフレームレート変換部７０の一構成例を表すものである
。フレームレート変換部７０は、フレーム補間部７３を備えている。フレーム補間部７３
は、本実施の形態に係るＯＳＤ生成部（図示せず）から供給されるＯＳＤ座標信号Ｓｃに
基づいてフレームレート変換を行うものである。具体的には、ＯＳＤ座標信号Ｓｃは、例
えば、ＯＳＤ画面の角の座標（ＯＳＤ画面３２が四角形の場合には四隅の座標）を示すも
のであり、フレーム補間部７３は、この座標情報に基づいて画面上におけるＯＳＤ画面の
領域を求め、そのＯＳＤ画面の外側に対してのみフレーム補間処理を行うようになってい
る。
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